
7 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目的
もくてき

・範囲
はんい

 

 

【表 題
ひょうだい

】前 文
ぜんぶん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

には、下記
か き

の通
とお

り、本 法
ほんほう

制 定
せいてい

の経緯
けいい

、この法
ほう

に求
もと

められる精 神
せいしん

等
とう

を内 容
ないよう

とする前 文
ぜんぶん

を設
もう

けるべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

全 国
ぜんこく

1000万 人
まんにん

を超
こ

えると思
おも

われる障 害 者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

、支援者
しえんしゃ

、一 般
いっぱん

国 民
こくみん

、全
すべ

ての人
ひと

にとって、今 回
こんかい

の改 革
かいかく

の経緯
けいい

と理念
りねん

が伝
つた

わり、新 法
しんぽう

の

意義
い ぎ

が共
とも

有
ゆう

され、さらに、個別
こべつ

規定
きてい

の解 釈
かいしゃく

指針
ししん

とするためにも、前 文
ぜんぶん

でこ

の法
ほう

の精 神
せいしん

を高
たか

らかに謳
うた

うことが不可欠
ふかけつ

である。盛
も

り込
こ

むべき前 文
ぜんぶん

の

内 容
ないよう

は以下
い か

のとおりである。 

 

                 記
き

 

わが国
くに

及
およ

び世界
せかい

の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

は「完 全
かんぜん

参加
さんか

と平 等
びょうどう

」を目 的
もくてき

とし

た 1981年
ねん

の国 際
こくさい

障 害 者
しょうがいしゃ

年
とし

とその後
ご

の国 連
こくれん

障 害 者
しょうがいしゃ

の 10年
ねん

により一 定
いってい

の進 展
しんてん

を遂
と

げたが、依然
いぜん

として多
おお

くの障 害 者
しょうがいしゃ

は他
ほか

の者
もの

と 平 等
びょうどう

な立場
たちば

に

あるとは言
い

いがたい。 

このような現 状
げんじょう

を前 提
ぜんてい

に 2006年
ねん

国 連
こくれん

総 会
そうかい

にて障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

が

採 択
さいたく

され、わが国
くに

も 2007年
ねん

に署 名
しょめい

した。現 在
げんざい

、批 准
ひじゅん

のために同 条 約
どうじょうやく

の

趣旨
しゅし

を反 映
はんえい

した法
ほう

制度
せいど

の整備
せいび

が求
もと

められている。 

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

が謳
うた

うインクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が社 会
しゃかい

の中
なか

で

当 然
とうぜん

に存
そん

在
ざい

し、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず誰
だれ

もが排 除
はいじょ

、分離
ぶんり

、隔離
かくり

されず

に共
とも

に生
い

きていく社 会
しゃかい

こそが自然
しぜん

な姿
すがた

であり、誰
だれ

にとっても生
い

きやすい

社 会
しゃかい

であるとの考
かんが

え方
かた

を基本
きほん

としている。そして、それは、障 害
しょうがい

による

不利益
ふりえき

の責 任
せきにん

が個人
こじん

や家族
かぞく

に帰
き

せられることなく、障 害
しょうがい

に基
もと

づく様 々
さまざま

な

不利益
ふりえき

が 障 害 者
しょうがいしゃ

に偏
へん

在
ざい

している不 平 等
ふびょうどう

を 解
かい

消
しょう

し、平 等
びょうどう

な 社 会
しゃかい

を
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実 現
じつげん

することを求
もと

めるものである。 

 

とりわけ人 生
じんせい

の長 期
ちょうき

にわたって施設
しせつ

、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

等
とう

に入 所
にゅうしょ

、入 院
にゅういん

し

ている障 害 者
しょうがいしゃ

が多数
たすう

存 在
そんざい

している現 状
げんじょう

を直 視
ちょくし

し、地域
ちいき

社 会
しゃかい

において、

自己
じ こ

決 定
けってい

が尊 重
そんちょう

された普通
ふつう

の暮
く

らしが営
いとな

めるよう支援
しえん

し、地域
ちいき

生 活
せいかつ

への

移行
いこう

を推 進
すいしん

するための総 合 的
そうごうてき

な取
と

り組
く

みを推 進
すいしん

することが強
つよ

く求
もと

められ

る。 

 

そのうえで、障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

が、経 済 面
けいざいめん

に限
かぎ

らず、誰
だれ

もが主 体 性
しゅたいせい

をも

って生
い

き生
い

きと生 活
せいかつ

し社 会
しゃかい

に参加
さんか

することを意味
い み

するものであり、また、こ

の国
くに

のあるべき共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

の姿
すがた

として、障 害 者
しょうがいしゃ

が必 要
ひつよう

な支援
しえん

を活 用
かつよう

しな

がら地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

み、生 涯
しょうがい

を通
つう

じて固有
こゆう

の尊 厳
そんげん

が尊 重
そんちょう

される

よう、その社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を支援
しえん

することが求
もと

められていることを国
くに

の法
ほう

制度
せいど

に

おいて確 認
かくにん

されるべきである。 

 

この法 律
ほうりつ

は、これらの基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

に基
もと

づき、障 害
しょうがい

の種 別
しゅべつ

、軽 重
けいちょう

に

関
かか

わらず、尊 厳
そんげん

のある生 存
せいぞん

、移動
いどう

の自由
じゆう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、就 労
しゅうろう

等
とう

の

支援
しえん

を保 障
ほしょう

し、障 害 者
しょうがいしゃ

が、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と平
ひら

等
とう

に社 会
しゃかい

生 活 上
せいかつじょう

の権利
けんり

が

行使
こうし

できるために、また、あらゆる障 害 者
しょうがいしゃ

が制度
せいど

の谷間
たにま

にこぼれ落
お

ちること

がないように、必 要
ひつよう

な支援
しえん

を法 的
ほうてき

権利
けんり

として総 合 的
そうごうてき

に保 障
ほしょう

し、さらに、

差異
さ い

と多様性
たようせい

が尊 重
そんちょう

され、誰
だれ

もが排
はい

除
じょ

されず、それぞれをありのままに人
ひと

として認
みと

め合
あ

う共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

をめざして制 定
せいてい

されるものである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の名 称
めいしょう

 

【結 論
けつろん

】 

○ この法 律
ほうりつ

は『障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

』と称
しょう

する。 

 

【説 明
せつめい

】 
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「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」という名 称
めいしょう

は、すでに、障 害 者
しょうがいしゃ

や関 係 者
かんけいしゃ

の中
なか

で一 定
いってい

の共 通
きょうつう

理解
りかい

の下
した

で使
つか

われ、定 着
ていちゃく

してきた。2010年
ねん

6月
がつ

29日
にち

の閣議
かくぎ

決 定
けってい

でも「仮 称
かしょう

」付
つ

きではあるがこの名 称
めいしょう

の法 律
ほうりつ

を 2012年
ねん

の国 会
こっかい

で

制 定
せいてい

するとされている。したがって、この名 称
めいしょう

を使用
しよう

すべきである。 

 なお、法
ほう

の名 称
めいしょう

について、作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告
ほうこく

では「障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

の支援
しえん

を権利
けんり

とし総 合 的
そうごうてき

に保 障
ほしょう

する法 律
ほうりつ

」という案
あん

が示
しめ

されている。こ

れは、社 会
しゃかい

福祉
ふくし

分野
ぶんや

の法 律
ほうりつ

であるか否
いな

かがわかりにくいという難 点
なんてん

はある

が、恩 恵 的
おんけいてき

な意味
い み

で理解
りかい

される恐
おそ

れのある「福祉
ふくし

」の用語
ようご

を避
さ

け、「社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

」、「権利
けんり

の保 障
ほしょう

」、「総 合 的
そうごうてき

」などを用
もち

いて新 法
しんぽう

の性 格
せいかく

を示
しめ

し

たものであり、新 法
しんぽう

の制 定
せいてい

と実施
じっし

にあたっては、この視点
してん

にも留 意
りゅうい

すべき

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の目 的
もくてき

 

【結 論
けつろん

】 

○ この法 律
ほうりつ

の目 的
もくてき

として、以下
い か

の内 容
ないよう

を盛
も

り込
こ

むべきである。 

・ この法 律
ほうりつ

が、憲 法
けんぽう

第
だい

13条
じょう

、第
だい

14条
じょう

、第
だい 2

22条、第
だい

25条
じょう

等
とう

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

や改 正
かいせい

された障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

等
とう

に基
もと

づき、全
すべ

ての障 害 者
しょうがいしゃ

が、等
ひと

しく基本的
きほんてき

人 権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

する個人
こじん

として尊 重
そんちょう

され、他
ほか

の者
もの

との平 等
びょうどう

が保 障
ほしょう

されるものであるとの理念
りねん

に立 脚
りっきゃく

するものであること。 

 

・ この法 律
ほうりつ

が、障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の行使
こうし

やその自立
じりつ

及
およ

び社 会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

のための施策
しさく

に関
かん

し、どこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

するかについての選 択
せんたく

の

機会
きかい

が保 障
ほしょう

され、あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が保 障
ほしょう

されるた

めに必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けることを障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

権利
けんり

として、障 害
しょうがい

の

種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

等
とう

に関
かか

わりなく保 障
ほしょう

するものであること。 

 

・ 国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

が、障 害
しょうがい

に基
もと

づく社 会 的
しゃかいてき

不利益
ふりえき

を解
かい

消
しょう

す

べき責務
せきむ

を負
お

うことを明
あき

らかにするとともに、障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及
およ

び社 会
しゃかい
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参加
さんか

に 必 要
ひつよう

な支援
しえん

のための施策
しさく

を 定
さだ

め、その施策
しさく

を 総 合 的
そうごうてき

かつ

計 画 的
けいかくてき

に実施
じっし

すべき義務
ぎ む

を負
お

っていること。 

 

・ これらにより、この法 律
ほうりつ

が、全
すべ

ての国 民
こくみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け

隔
へだ

てられることなく、相互
そうご

に人 格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する

社 会
しゃかい

を実 現
じつげん

するものであること。 

 

【説 明
せつめい

】 

今 回
こんかい

、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

にかわる新
あら

たな法 律
ほうりつ

を必 要
ひつよう

とするに至
いた

った

大
おお

きな要 因
よういん

は、障 害 者 権 利 条 約
しょうがいしゃけんりじょうやく

の批 准
ひじゅん

に当
とう

たって

障害者 自立 支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう

を抜 本 的
ばっぽんてき

に改 革
かいかく

する必 要
ひつよう

があること及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

違憲
いけん

訴 訟
そしょう

原 告
げんこく

らと厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

との間
あいだ

に障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の廃止
はいし

を含
ふく

む基本
きほん

合意
ごうい

が成 立
せいりつ

したことに存
そん

する。 

 

まず、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

違憲
いけん

訴 訟
そしょう

原 告
げんこく

らと厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

との間
あいだ

で交
か

わされた基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

の一 項
いちこう

では、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

を廃止
はいし

することを

前 提
ぜんてい

に、新
あら

たな総 合 的
そうごうてき

な福祉
ふくし

法 制
ほうせい

においては、「障 害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
しさく

の充
みつる

実
じつ

は、

憲 法
けんぽう

等
とう

に基
もと

づく障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の行使
こうし

を支援
しえん

するものであること

を基本
きほん

とする。」とされている。 

 

日本
にほん

国
くに

憲 法
けんぽう

13条
じょう

の幸 福
こうふく

追 求 権
ついきゅうけん

及
およ

び 22条
じょう

の居 住
きょじゅう

・移転
いてん

の自由
じゆう

は、支援
しえん

選 択 権
せんたくけん

を保 障
ほしょう

すると解
かい

すべきであり、25条
じょう

の生 存 権
せいぞんけん

は、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を

是正
ぜせい

するナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

としての支援
しえん

請 求 権
せいきゅうけん

を保 障
ほしょう

するものであるの

で、以 上
いじょう

の合意
ごうい

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、目 的
もくてき

条 項
じょうこう

において、憲 法
けんぽう

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

に関
かん

する規定
きてい

を盛
も

り込
こ

むことは必須
ひっす

と考
かんが

えた。 

 

また、新 法
しんぽう

に関 連
かんれん

する障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の中 心 的
ちゅうしんてき

課題
かだい

は、同 条 約
どうじょうやく

第
だい

19条
じょう

の 

a項
こう

、｢障 害 者
しょうがいしゃ

が、他
ほか

の者
もの

と平
ひら

等
とう

に、居 住 地
きょじゅうち

を選 択
せんたく

し、及
およ

びどこで誰
だれ
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と生 活
せいかつ

するかを選 択
せんたく

する機会
きかい

を有
ゆう

すること並
なら

びに特 定
とくてい

の居 住
きょじゅう

施設
しせつ

で生 活
せいかつ

する義務
ぎ む

を負
お

わないこと。｣ 

b項
こう

、「地域
ちいき

社 会
しゃかい

における生 活
せいかつ

及
およ

び地域
ちいき

社 会
しゃかい

への受入
うけい

れを支援
しえん

し、並
なら

び

に地域
ちいき

社 会
しゃかい

からの孤立
こりつ

及
およ

び隔離
かくり

を防止
ぼうし

するために 必 要
ひつよう

な 在 宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

、居 住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

その他
た

の地域
ちいき

社 会
しゃかい

支援
しえん

サービス
さ ー び す

（人 的
じんてき

支援
しえん

 

[personal assistance]を含
ふく

む。）を障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

することができる

こと。」 

c項
こう

、 「一 般
いっぱん

住 民 向
じゅうみんむ

けの地域
ちいき

社 会
しゃかい

サービス
さ ー び す

及
およ

び施設
しせつ

が、障 害 者
しょうがいしゃ

にと

って他
ほか

の者
もの

と平
ひら

等
とう

に利用
りよう

可能
かのう

であり、かつ、障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に

対 応
たいおう

していること。」 

である。 

 

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告
ほうこく

では、そのことを、支援
しえん

選 択 権
せんたくけん

と支援
しえん

請 求 権
せいきゅうけん

と表 現
ひょうげん

し

ている。同 条 約
どうじょうやく

19条
じょう

a項
こう

の「どこで誰
だれ

と暮
く

らすかの選 択 権
せんたくけん

」は、b項
こう

の

「必 要
ひつよう

な支援
しえん

を請 求
せいきゅう

する権利
けんり

」が無
な

ければ成 立
せいりつ

しないだけでなく、c項
こう

の

「一 般
いっぱん

市民
しみん

と平
ひら

等
とう

の選択肢
せんたくし

」が無
な

ければ、特 定
とくてい

の生 活
せいかつ

様 式
ようしき

以外
いがい

の選択肢
せんたくし

が成 立
せいりつ

しないからである。 

 

さらに、同 条 約
どうじょうやく

のこの趣旨
しゅし

に基
もと

づき、「障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

の推 進
すいしん

のため

の基本的
きほんてき

な方 向
ほうこう

」(第
だい

１次
じ

意見書
いけんしょ

)においては、「地域
ちいき

で暮
く

らす権利
けんり

の保 障
ほしょう

と

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

な社 会
しゃかい

の構 築
こうちく

」が大
おお

きな課題
かだい

とされ、「障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

の

推 進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方 向
ほうこう

について」(閣議
かくぎ

決 定
けってい

)においては、「地域
ちいき

生 活
せいかつ

の実 現
じつげん

とインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

な社 会
しゃかい

の構 築
こうちく

・・・障 害 者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら選 択
せんたく

する地域
ちいき

への移行
いこう

支援
しえん

や移行後
いこうご

の生 活
せいかつ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

、及
およ

び平
ひら

等
とう

な社 会
しゃかい

参加
さんか

、参 画
さんかく

を

柱
はしら

に据
す

えた施策
しさく

の展 開
てんかい

」が求
もと

められている。 

 

とくに、これらの制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

の中
なか

で改 正
かいせい

された障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

を踏
ふ

まえる必 要
ひつよう

がある。 

まず、同 法
どうほう

第
だい

１条
じょう

は、障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そうご
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に人 格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

することができる社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

を

目 的
もくてき

としている。このことは、新 法
しんぽう

の目 的
もくてき

においても基 調
きちょう

に据
す

えなけれ

ばならない。 

 

また、同 法
どうほう

第
だい

３条
じょう

が、あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

の確保
かくほ

やどこ

で誰
だれ

と生 活
せいかつ

するかについての選 択
せんたく

の機会
きかい

の確保
かくほ

などを規定
きてい

していることに

鑑
かんが

みると、上 記
じょうき

目 的
もくてき

においてこれらを明記
めいき

することは必須
ひっす

であり、それら

の機会
きかい

が保 障
ほしょう

されるために必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けることを障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

権利
けんり

とするとともに、支援
しえん

の選 択 権
せんたくけん

と支援
しえん

の請 求 権
せいきゅうけん

を財 政 面
ざいせいめん

で裏付
うらづ

ける

公 的
こうてき

な責務
せきむ

・保 障
ほしょう

として「国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

等
とう

の責務
せきむ

を明
あき

らかに」

する規定
きてい

を盛
も

り込
こ

む必 要
ひつよう

がある。 

 

なお、必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けることを障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

権利
けんり

とした規定
きてい

は、た

とえばカリフォルニア州
かりふぉるにあしゅう

の発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

がエンタイトルメント
え ん た い と る め ん と

(支援
しえん

サービス
さ ー び す

選 択
せんたく

・請 求 権
せいきゅうけん

)であるとされていることを踏
ふ

まえて規定
きてい

して

いる。すなわち、「地域
ちいき

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの適 格
てきかく

基 準
きじゅん

に合致
がっち

するすべての障 害 者
しょうがいしゃ

に、その本 人
ほんにん

支援
しえん

計 画
けいかく

の目 標
もくひょう

に見合
み あ

った支援
しえん

サービス
さ ー び す

を 提 供
ていきょう

しなければ

ならないことを意味
い み

する。法 的
ほうてき

に、待機者
たいきしゃ

リスト
り す と

はあってはならず、もしそ

のサービス
さ ー び す

が無
な

ければ、それは創 出
そうしゅつ

されねばならない。」（Federal funding in 

California’s DSS ARCA March 2011 p.54） 

 

つまりは、法
ほう

に該 当
がいとう

する障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

が選 択
せんたく

した希望
きぼう

・目 標
もくひょう

に見合
み あ

っ

た支援
しえん

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

することが、待機
たいき

リスト
り す と

に入
い

れられることなく、義務
ぎ む

づ

けられていることが、エンタイトルメント
え ん た い と る め ん と

(支援
しえん

サービス
さ ー び す

選 択
せんたく

・受 給 権
じゅきゅうけん

)と

いうことになる。そのことも踏
ふ

まえて、「・・どこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

するかについて

の選 択
せんたく

の機会
きかい

が保 障
ほしょう

され、あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が保 障
ほしょう

さ

れること・・」という表 記
ひょうき

とした。 

 

さらに、谷間
たにま

の障 害 者
しょうがいしゃ

をなくすことについては、本部会
ほんぶかい

の総意
そうい

であること
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は論
ろん

を待
ま

たないところであるので、障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

等
とう

に関
かか

わ

りなくという文 言
もんごん

に、その趣旨
しゅし

を込
こ

めている。これは、法
ほう

の下
した

の 平 等
びょうどう

を

実 現
じつげん

するためにとりわけ重 要
じゅうよう

な要素
ようそ

である。なお、上 記
じょうき

の障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、

軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

等
とう

の等
とう

には、入 院 中
にゅういんちゅう

、入 所 中
にゅうしょちゅう

、刑事
けいじ

施設
しせつ

、入 管
にゅうかん

施設
しせつ

、そ

の他
た

の施設
しせつ

も含
ふく

まれる。 

なお、これまで谷間
たにま

におかれてきた障 害 者
しょうがいしゃ

は制度
せいど

から除 外
じょがい

されてきたた

めに必 要
ひつよう

な支援
しえん

内 容
ないよう

の開 発
かいはつ

が十 分
じゅうぶん

ではない。そのため、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

などのある人
ひと

たちのニーズ
に ー ず

を当事者
とうじしゃ

参 画
さんかく

のもと 明
あき

らかにし、 必 要
ひつよう

な 人
ひと

が 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を得
え

られるように

サービス
さ ー び す

内 容
ないよう

の拡 充
かくじゅう

を行
おこな

う必 要
ひつよう

がある。 

 

  

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 以下
い か

の基本的
きほんてき

視点
してん

を理念
りねん

規定
きてい

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

 ・ 保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

・ 医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への障 害
しょうがい

概 念
がいねん

の転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の

規定
きてい

 

 

【説 明
せつめい

】 

従 来
じゅうらい

、障 害 者
しょうがいしゃ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の対 象
たいしょう

、保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

とされ、当事者
とうじしゃ

と

しては扱
あつか

われない面
めん

があったが、この法 律
ほうりつ

においては、障 害 者
しょうがいしゃ

が権利
けんり

の

主 体
しゅたい

であり、当事者
とうじしゃ

であることを明 確
めいかく

にする必 要 性
ひつようせい

がある。また、障 害
しょうがい

の本 質
ほんしつ

とは、機能
きのう

障 害
しょうがい

や疾
しつ

病
やまい

を有
ゆう

する市民
しみん

の様 々
さまざま

な社 会
しゃかい

への参加
さんか

を妨
さまた

げている社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

にほかならないことをここに確 認
かくにん

し、機能
きのう

障 害
しょうがい

や

疾 病
しっぺい

を持
も

つ市民
しみん

を排
はい

除
じょ

しないようにする義務
ぎ む

が社 会
しゃかい

、公 共
こうきょう

にあることが

今後
こんご

の障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

、支援
しえん

の基本
きほん

理念
りねん

であることをここに確 認
かくにん

する必 要
ひつよう

が

ある。 

なおこのことは、障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

を自己
じ こ

責 任
せきにん

・家族
かぞく

責 任
せきにん

として、これま
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で一 貫
いっかん

して採 用
さいよう

されてきた政 策
せいさく

の基本
きほん

スタンス
す た ん す

を、社 会 的
しゃかいてき

・公 的
こうてき

な

責 任
せきにん

に切
き

り替
か

えるということを意味
い み

することを確 認
かくにん

するものである。 

 

医学
いがく

モデル
も で る

の視点
してん

からいえば、障 害 者
しょうがいしゃ

の問 題
もんだい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が自己
じ こ

責 任
せきにん

により訓 練
くんれん

と努 力
どりょく

で克
こく

服
ふく

するべきものということになるが、かかる

古
ふる

い考
かんが

え方
かた

から脱 却
だっきゃく

し、むしろ、障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

参加
さんか

を排
はい

除
じょ

して、適 切
てきせつ

な支援
しえん

を実施
じっし

しない 社 会
しゃかい

の側
がわ

が 障 害
しょうがい

の原 因
げんいん

であるという 障 害
しょうがい

把握
はあく

の

転 換
てんかん

を明確化
めいかくか

しない限
かぎ

り、この国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

のあり方
かた

は旧 態
きゅうたい

依然
いぜん

と

して変
か

わらない。なお、社 会
しゃかい

モデル
も で る

は、障 害
しょうがい

概 念
がいねん

の転 換
てんかん

を示
しめ

すものであ

り、治 療
ちりょう

やリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

そのものを否定
ひてい

するものではない。 

  

身 体
しんたい

障 害 者 児
しょうがいしゃじ

・者
もの

実 態
じったい

調 査
ちょうさ

や知的
ちてき

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

基礎
き そ

調 査
ちょうさ

などによれ

ば、社 会 的
しゃかいてき

支援
しえん

が進
すす

んできた今日
きょう

においてもなお、障 害 者
しょうがいしゃ

の介 助
かいじょ

・支援
しえん

のほとんどを家族
かぞく

が担
にな

っているという事態
じたい

に大
おお

きな変化
へんか

は見
み

られない。介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の制 定
せいてい

過程
かてい

でも「介護
かいご

の社会化
しゃかいか

」が目 標
もくひょう

とされたが、いまだ実 現
じつげん

の見通
みとお

しは立
た

っていない。 

 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は、すべての人
ひと

が尊 重
そんちょう

され、安 心
あんしん

でき、そうした

尊 重
そんちょう

と安 心
あんしん

を与
あた

えてくれる社 会
しゃかい

のために自
みずか

ら参加
さんか

し・貢 献
こうけん

しようとい

う気持
き も

ちを育
そだ

てる法 律
ほうりつ

、家族
かぞく

責 任
せきにん

から社 会
しゃかい

責 任
せきにん

への転 換
てんかん

、家族
かぞく

依存
いぞん

か

らの脱 却
だっきゃく

を図
はか

る法 律
ほうりつ

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む基本的
きほんてき

権利
けんり

 

【結 論
けつろん

】 

○  地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

として、以下
い か

の諸権利
しょけんり

を障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において確 認
かくにん

すべきである。 

１. 障 害
しょうがい

ゆえに命
いのち

の危険
きけん

にさらされない権利
けんり

を有
ゆう

し、そのための支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

が保 障
ほしょう

される旨
むね

の規定
きてい

。 
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２. 障 害 者
しょうがいしゃ

は、必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う

けながら、意思
い し

（自己
じ こ

）決 定
けってい

を行
おこな

う

権利
けんり

が保 障
ほしょう

される旨
むね

の規定
きてい

。 

３. 障 害 者
しょうがいしゃ

は、自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づきどこで誰
だれ

と住
す

むかを決
き

める権利
けんり

、ど

のように暮
く

らしていくかを決
き

める権利
けんり

、特 定
とくてい

の様 式
ようしき

での生 活
せいかつ

を 強
きょう

制
せい

されない権利
けんり

を有
ゆう

し、そのための支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

が保 障
ほしょう

される

旨
むね

の規定
きてい

。 

４. 障 害 者
しょうがいしゃ

は、自
みずか

ら選 択
せんたく

する言語
げんご

（手話
しゅわ

など非音声
ひおんせい

言語
げんご

を含
ふく

む）及
およ

び

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手 段
しゅだん

を使用
しよう

して、市民
しみん

として平 等
びょうどう

に生 活
せいかつ

を営
いとな

む

権利
けんり

を有
ゆう

し、そのための情 報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

が保 障
ほしょう

される旨
むね

の規定
きてい

。 

５. 障 害 者
しょうがいしゃ

は、自
みずか

らの意思
い し

で移動
いどう

する権利
けんり

を有
ゆう

し、そのための外 出
がいしゅつ

介 助
かいじょ

、ガイドヘルパ
が い ど へ る ぱ

ー 等
とう

の支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

が 保 障
ほしょう

される 旨
むね

の

規定
きてい

。 

６. 以 上
いじょう

の支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の個別
こべつ

の事 情
じじょう

に最
もっと

も相応
ふさわ

しい

内 容
ないよう

でなければならない旨
むね

の規定
きてい

。 

７. 国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

は、これらの施策
しさく

実施
じっし

の義務
ぎ む

を負
お

う旨
むね

の規定
きてい

。 

 

【説 明
せつめい

】 

以 上
いじょう

は、前記
ぜんき

の法
ほう

の目 的
もくてき

で確 認
かくにん

された中 核 的
ちゅうかくてき

権利
けんり

を確 認
かくにん

するもの

である。 

   

とりわけ、障 害 者
しょうがいしゃ

の完 全
かんぜん

参加
さんか

を実 現
じつげん

するためには、一人
ひとり

ひとりの支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする個別
こべつ

事 情
じじょう

に沿
そ

ったものである必 要
ひつよう

があり、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の支援
しえん

のあり方
かた

も、個別
こべつ

事 情
じじょう

にふさわしいものであることが必 要
ひつよう

であるという障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の基本的
きほんてき

なあり方
かた

を規定
きてい

することが重 要
じゅうよう

であ

る。 

そのためには、障 害 者
しょうがいしゃ

の意思
い し

（自己
じ こ

）決 定
けってい

にあたり、自己
じ こ

の意思
い し

決 定
けってい

過程
かてい

において十 分
じゅうぶん

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を含
ふく

む必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う

け、かつ他
ほか

からの不当
ふとう

な影 響
えいきょう

を受
う

けることなく自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づく選 択
せんたく

に従
したが

って
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行
おこな

われるべきである。 

  

 また、情 報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の保 障
ほしょう

は到 底
とうてい

裁 量 的
さいりょうてき

に実施
じっし

されれ

ば足
た

るようなものでなく、民 主
みんしゅ

社 会
しゃかい

を成 立
せいりつ

させる前 提
ぜんてい

としての基本的
きほんてき

人 権
じんけん

保 障
ほしょう

としての意義
い ぎ

があることを明記
めいき

しておかなくては、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

において、「言語
げんご

」とは、音 声
おんせい

言語
げんご

及
およ

び手話
しゅわ

その他
た

の形 態
けいたい

の

非音声
ひおんせい

言語
げんご

をいうとされ、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においても、言語
げんご

に非音声
ひおんせい

言語
げんご

である手話
しゅわ

が含
ふく

まれると確 認
かくにん

された意義
い ぎ

等
とう

も没 却
ぼっきゃく

される。 

   

さらに、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は移動
いどう

支援
しえん

を裁 量 的
さいりょうてき

事 業
じぎょう

と位置付
い ち づ

けたが、

移動
いどう

の自由
じゆう

の 保 障
ほしょう

は基本的
きほんてき

人 権
じんけん

に 基
もと

づく 重 要
じゅうよう

な施策
しさく

であることは

判 例
はんれい

等
とう

でも確 認
かくにん

されていることであり、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

でしっか

り明記
めいき

することが肝 要
かんよう

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】国
くに

の義務
ぎ む

 

【結 論
けつろん

】 

○ 国
くに

の義務
ぎ む

として、以下
い か

の規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

１. 国
くに

は、障 害
しょうがい

の有無
う む

、種 別
しゅべつ

、軽 重
けいちょう

等
とう

に関
かか

わらず障 害 者
しょうがいしゃ

がどの地域
ちいき

に

居 住
きょじゅう

しても等
ひと

しく安 心
あんしん

して生 活
せいかつ

することができる権利
けんり

を保 障
ほしょう

する

義務
ぎ む

を有
ゆう

すること。 

２. 国
くに

は、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

や程度
ていど

による制度
せいど

の谷間
たにま

や空 白
くうはく

及
およ

び制 度 上
せいどじょう

の格差
かくさ

が生
しょう

じないように制度
せいど

設 計
せっけい

を行
おこな

う責務
せきむ

を有
ゆう

すること。 

３. 国
くに

は、地域間
ちいきかん

に支援
しえん

の格差
かくさ

が発 生
はっせい

することを防止
ぼうし

し、又
また

は発 生
はっせい

した

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

することができる制度
せいど

設 計
せっけい

を行
おこな

う責務
せきむ

を有
ゆう

するととも

に、市 町 村
しちょうそん

への支援
しえん

施策
しさく

に関
かん

し必 要
ひつよう

な財 政 上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を行
おこな

うこと。 

４. 国
くに

は、都道府県
とどうふけん

と共
とも

に、市 町 村
しちょうそん

が実施
じっし

する支援
しえん

施策
しさく

の実 態
じったい

を把握
はあく

し、

この法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて、それが実施
じっし

されるように、広
ひろ

くその

実施
じっし

状 況
じょうきょう

を国 民
こくみん

に明
あき

らかにし、法
ほう

の実施
じっし

を監
かん

視
し

し、推
お

し進
すす

める責務
せきむ
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を有
ゆう

すること。 

 

【説 明
せつめい

】 

憲 法
けんぽう

に示
しめ

された基本的
きほんてき

人 権
じんけん

を保 障
ほしょう

する義務
ぎ む

は第
だい

一義的
いちぎてき

には国
くに

にある

ことから、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の最 終
さいしゅう

責 任
せきにん

は国
くに

にあることを確 認
かくにん

した上
うえ

で、

障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

による制度
せいど

の谷間
たにま

、制 度 上
せいどじょう

の格差
かくさ

の防止
ぼうし

に関
かん

する義務
ぎ む

、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の防止
ぼうし

と財 政 的
ざいせいてき

支援
しえん

等
とう

の諸支援
しょしえん

、実施
じっし

状 況
じょうきょう

に関
かん

する監視
かんし

や情 報
じょうほう

開示
かいじ

等
とう

について、規定
きてい

を設
もう

ける必 要
ひつよう

がある。また、国
くに

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

をもつことを障 害 者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む国 民
こくみん

に広
ひろ

く周 知
しゅうち

しなけ

ればならない。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

 

【結 論
けつろん

】 

○ 都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

として、以下
い か

の規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

１. 市 町 村
しちょうそん

の行
おこな

う支援
しえん

施策
しさく

の実 態
じったい

を把握
はあく

すると共
とも

に、この法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて、それが実施
じっし

されるように、 広
ひろ

くその実施
じっし

状 況
じょうきょう

を

都道府県
とどうふけん

民
みん

に明
あき

らかにし、法
ほう

の実施
じっし

を推
お

し進
すす

めること。 

２. 市 町 村
しちょうそん

の支援
しえん

施策
しさく

に対
たい

して、必 要
ひつよう

な財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

を行
おこな

うこと。その

際
さい

、特 定
とくてい

の市 町 村
しちょうそん

に集 中
しゅうちゅう

する実 態
じったい

等
とう

があればそのことを勘 案
かんあん

す

ること。 

３. 市 町 村
しちょうそん

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

に対
たい

してなされる不服
ふふく

申
もう

し立
た

てを受理
じゅり

し、法
ほう

の

基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて審査
しんさ

する等
とう

、必 要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じること。  

４. 市 町 村
しちょうそん

と連 携
れんけい

を図
はか

りつつ、相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の整備
せいび

及
およ

び広 域
こういき

でなけ

れば実施
じっし

が困 難
こんなん

な支援
しえん

を行
おこな

うこと。 

 

【説 明
せつめい

】 

都道府県
とどうふけん

については、特
とく

に市 町 村 間
しちょうそんかん

の格差
かくさ

是正
ぜせい

に向
む

け施策
しさく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

に

関
かん

する情 報
じょうほう

公 開
こうかい

と財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

を法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

をふまえて行
おこな

うと共
とも

に、
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不服
ふふく

申
もう

し立
た

てに関
かん

する責務
せきむ

があることを明記
めいき

した。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

 

【結 論
けつろん

】 

○ 市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

として、以下
い か

の規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

１. この法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて、当 該
とうがい

市 町 村
しちょうそん

の区域
くいき

における

障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

の現 状
げんじょう

及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

がどこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

し、どのよう

な分野
ぶんや

で社 会
しゃかい

参加
さんか

を希望
きぼう

・選 択
せんたく

するか等
とう

を把握
はあく

した上
うえ

で、関 係
かんけい

機関
きかん

との緊 密
きんみつ

な連 携
れんけい

を図
はか

りつつ、必 要
ひつよう

な支援
しえん

施策
しさく

を総 合 的
そうごうてき

かつ

計 画 的
けいかくてき

に実施
じっし

すること。 

２. この法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて、障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

施策
しさく

の提 供
ていきょう

に関
かん

し、

必 要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

及
およ

び適 切
てきせつ

な説 明
せつめい

を尽
つ

くし、並
なら

びに相 談
そうだん

に応
おう

じ、必 要
ひつよう

な調 査
ちょうさ

及
およ

び指導
しどう

を行
おこな

うと共
とも

に、そのサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

等
とう

を

勘 案
かんあん

して必 要
ひつよう

な支援
しえん

施策
しさく

を提
てい

供
きょう

すること。 

 

【説 明
せつめい

】 

市 町 村
しちょうそん

については、新 法
しんぽう

で明記
めいき

された基本的
きほんてき

権利
けんり

としての「どこで誰
だれ

と

生 活
せいかつ

するかについての選 択
せんたく

の機会
きかい

が確保
かくほ

され、あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が確保
かくほ

されることを前 提
ぜんてい

とした義務
ぎ む

を規定
きてい

した。また、公 的
こうてき

支援
しえん

か

らこぼれる人
ひと

をなくす上
うえ

で、行 政
ぎょうせい

の説 明
せつめい

責 任
せきにん

が重 要
じゅうよう

であることに鑑
かんが

み、

これも明記
めいき

した。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

 

【結 論
けつろん

】 

 ○ 国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

は、支援
しえん

を実施
じっし

する事
こと

業 者
ぎょうしゃ

が地域
ちいき

に偏 在
へんざい

しな

いよう事
こと

業 者
ぎょうしゃ

への財 政
ざいせい

援 助
えんじょ

、育 成
いくせい

を含
ふく

めた基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

を有
ゆう

する。 
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【説 明
せつめい

】 

原 則
げんそく

として契 約
けいやく

制度
せいど

により実施
じっし

されている障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

において、地域
ちいき

で

暮
く

らす権利
けんり

が保 障
ほしょう

される前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

は、支援
しえん

を実施
じっし

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が地域
ちいき

に

十 分
じゅうぶん

に存
そん

在
ざい

していることであり、地域
ちいき

での自立
じりつ

生 活
せいかつ

の保 障
ほしょう

をいくら謳
うた

っ

たところで、当 該
とうがい

地域
ちいき

に事 業 所
じぎょうしょ

が存 在
そんざい

しなければ絵
え

に描
か

いた餅
もち

である。

本 来
ほんらい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

の履行
りこう

責 任 者
せきにんしゃ

は国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

であること

から、事 業 所
じぎょうしょ

任
まか

せは許
ゆる

されず、基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

を規定
きてい

しておくことは絶 対
ぜったい

不可欠
ふかけつ

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】国 民
こくみん

の責務
せきむ

 

【結 論
けつろん

】 

○ すべての国 民
こくみん

は、その障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、相互
そうご

にその人 格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

しあいながら共 生
きょうせい

することのできる社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

に協 力
きょうりょく

するもの

とする。 

 

【説 明
せつめい

】 

国 民
こくみん

の責務
せきむ

については、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

のインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

社 会
しゃかい

の

構 築
こうちく

の理念
りねん

を踏
ふ

まえたものとして規定
きてい

した。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

について 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が等
ひと

しく基本的
きほんてき

人 権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

する

個人
こじん

として、障 害
しょうがい

の種 別
しゅべつ

と程度
ていど

に関
かか

わりなく日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に

おいて障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に基
もと

づく必 要
ひつよう

な支援
しえん

を保 障
ほしょう

するものであり、介護
かいご

保険法
ほけんほう

とはおのずと法
ほう

の目 的
もくてき

や性 格
せいかく

を異
い

にするものである。この違
ちが

いを踏
ふ

まえ、それぞれが別個
べっこ

の法
ほう

体 系
たいけい

として制度
せいど

設 計
せっけい

されるべきである。 
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○ 介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

になった後
あと

でも、従 来
じゅうらい

から受
う

けていた支援
しえん

を原 則
げんそく

として継 続
けいぞく

して受
う

けることができるものとする。 

 

【説 明
せつめい

】 

 障害者 自立 支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう

は介護保険
かいごほけん

と障 害 者 福 祉
しょうがいしゃふくし

の統 合
とうごう

を予定
よてい

して策 定
さくてい

され、そのために応益負担
おうえきふたん

、障害程度区分
しょうがいていどくぶん

、日 額 制
にちがくせい

、常 勤 換 算
じょうきんかんさん

など

が障 害 者 福 祉
しょうがいしゃふくし

に持
もち

ち込
こみ

まれた。その結果
けっか

、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 間
にんげん

としての

尊 厳
そんげん

を深
しん

く傷
きず

つけることとなり、この反 省
はんせい

から政府
せいふ

は

障害者 自立 支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう

の廃止
はいし

と新
しん

たな総 合 的
そうごうてき

な福祉法制
ふくしほうせい

の実施
じっし

を約 束
やくそく

し

た。憲 法 等
けんぽうなど

に基
もと

づく障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的人権
きほんてきじんけん

の行使
こうし

を支援
しえん

するものとして

新
しん

たな総 合 的
そうごうてき

な福祉
ふくし

法 制
ほうせい

を策 定
さくてい

することになった。 

こうした経過
けいか

から、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

訴 訟
そしょう

原 告 団
げんこくだん

との基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

では、「新
あら

たな福祉
ふくし

制度
せいど

の構 築
こうちく

に当
あ

たっては、現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との統 合
とうごう

を前 提
ぜんてい

とはせず」とされている。これらを前 提
ぜんてい

としつつ、さらに、国 民 的
こくみんてき

な議論
ぎろん

によってそれらの本 来
ほんらい

のあり方
かた

を、今後
こんご

検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。 

 

 なお、障 害 者
しょうがいしゃ

が介護保 険対 象年齢
かいごほけんたいしょうねんれい

となった後
あと

であっても、それまでの

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域生活
ちいきせいかつ

の継 続
けいぞく

が保 障
ほしょう

されなければならない。また、介護
かいご

保険
ほけん

が

適 用
てきよう

される 40歳
さい

以 上
いじょう

の特 定
とくてい

疾 病
しっぺい

をもつ者
もの

については、本 人
ほんにん

が希望
きぼう

する

場合
ばあい

には、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

による支援
しえん

が利用
りよう

可能
かのう

となるようにすべきである。

現 行
げんこう

の介護保険優先原則
かいごほけんゆうせんげんそく

を見直
みなお

し、障 害 者 総 合 福 祉 法
しょうがいしゃそうごうふくしほう

のサ
さ

ービス
び す

と

介護保険
かいごほけん

のサ
さ

ービス
び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにすることも視野
し や

に含
ふく

め、

今後
こんご

さらに検 討
けんとう

を進
すす

めることが期待
きたい

される。 

もっとも、これは若
わか

いときからの障 害 者
しょうがいしゃ

の特 性
とくせい

を重 視
じゅうし

し、生 活
せいかつ

の

継 続 性
けいぞくせい

の確保
かくほ

をすることを主 眼
しゅがん

においた提 言
ていげん

であるが、一 方
いっぽう

では 65

歳 以 上
さいいじょう

で要 介 護 状 態
ようかいごじょうたい

となった高 齢 者
こうれいしゃ

にも平 等
びょうどう

な選 択 権
せんたくけん

が保 障
ほしょう

され

るべきであるとの意見
いけん

もあることから、更
さら

に慎 重
しんちょう

な議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。 
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具体的
ぐたいてき

な運 用 面
うんようめん

では、まず、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の重度訪問介護
じゅうどほうもんかいご

や

行動援護
こうどうえんご

などは介護保険
かいごほけん

には「相 当
そうとう

する」サ
さ

ービス
び す

がないことは明 確
めいかく

であ

り、継 続 的
けいぞくてき

に利用
りよう

できるようにすべきである。 

  

次
つぎ

に、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、介護保険対象者
かいごほけんたいしょうしゃ

になると訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の国庫負担基準
こっこふたんきじゅん

が低
てい

くなるように設 定
せってい

されており、市 町 村
しちょうそん

に

財 政 的
ざいせいてき

な負荷
ふ か

が増
ふ

えるため、従 前
じゅうぜん

のサービス量
さーびすりょう

確保
かくほ

に困 難
こんなん

をきたすことか

ら、従 前
じゅうぜん

のサービス量
さーびすりょう

を確保
かくほ

できるよう、その仕組
し く

みの廃止
はいし

を検 討
けんとう

すべきで

ある。 

  

さらに、障 害 者
しょうがいしゃ

自立支援法
じりつしえんほう

の下
した

では、施設入所支援
しせつにゅうしょしえん

と生活介護
せいかつかいご

の

利用者
りようしゃ

は原 則 的
げんそくてき

に介護保険
かいごほけん

の被保険者
ひほけんしゃ

になれない制度
せいど

となっているが、こ

うした人
ひと

たちも地域移行等
ちいきいこうなど

に際
さい

して希望
きぼう

すれば介護保険
かいごほけん

サ
さ

ービス
び す

を選 択
せんたく

・

併 用
へいよう

できるようにすることを検 討
けんとう

すべきである。退 所
たいしょ

しないと被保険者
ひほけんしゃ

に

なれず要介護認定
ようかいごにんてい

も受
うけ

けられないため、移行計画
いこうけいかく

が作 成
さくせい

されている場合
ばあい

、

要介護認定
ようかいごにんてい

を受
うけ

けられるようにすべきである。 

 


